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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

安
衛
則
別
表
第
三
令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七

三

安
衛
則
別
表
第
三
令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務
の
項
第
二
号
の

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務
の
項
第
二
号
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政

令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
管
理
技

令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
建
設
機
械
施
工
管
理
技

術
検
定
（
以
下
「
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

術
検
定
（
以
下
「
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

、
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
第
二
次
検
定
に
お
い
て
ト
ラ
ク
タ

、
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
第
二
次
検
定
に
お
い
て
ト
ラ
ク
タ

ー
系
建
設
機
械
操
作
施
工
法
若
し
く
は
シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機
械
操
作
施
工

ー
系
建
設
機
械
操
作
施
工
法
若
し
く
は
シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機
械
操
作
施
工

法
を
選
択
し
な
か
つ
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定
で
施
工
技
術
検
定
規

法
を
選
択
し
な
か
つ
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定
で
建
設
機
械
施
工
管

則
（
昭
和
三
十
五
年
建
設
省
令
第
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら

理
に
つ
い
て
種
別
を
定
め
る
等
の
件
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百

第
六
号
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
検
定
種
別
に
該
当
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

二
号
。
以
下
「
国
交
省
告
示
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
た
第
四
種
か
ら

と
す
る
。

第
六
種
ま
で
の
種
別
に
該
当
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
と
す
る
。

四

（
略
）

四

（
略
）

五

安
衛
則
別
表
第
三
令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七

五

安
衛
則
別
表
第
三
令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七

第
三
号
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務
の
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大

第
三
号
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務
の
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
者
は
、
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
の
う
ち
、
一
級
の
技

臣
が
定
め
る
者
は
、
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
の
う
ち
、
一
級
の
技

術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
第
二
次
検
定
に
お
い
て
基
礎
工
事
用
建
設
機
械

術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
第
二
次
検
定
に
お
い
て
基
礎
工
事
用
建
設
機
械

操
作
施
工
法
を
選
択
し
な
か
つ
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定
で
施
工
技

操
作
施
工
法
を
選
択
し
な
か
つ
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定
で
国
交
省

術
検
定
規
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
検

告
示
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
か
ら
第
五
種
ま
で
の
種
別
に
該
当
す
る
も
の

定
種
別
に
該
当
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
と
す
る
。

に
合
格
し
た
者
と
す
る
。

六

安
衛
則
別
表
第
三
令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七

六

安
衛
則
別
表
第
三
令
第
二
十
条
第
十
二
号
の
業
務
の
う
ち
令
別
表
第
七

第
六
号
１
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務
の
項
第
二
号
の
厚
生
労
働

第
六
号
１
に
掲
げ
る
建
設
機
械
の
運
転
の
業
務
の
項
第
二
号
の
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
者
は
、
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
の
う
ち
、
一
級
の

大
臣
が
定
め
る
者
は
、
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
の
う
ち
、
一
級
の

技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
第
二
次
検
定
に
お
い
て
シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機

技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
第
二
次
検
定
に
お
い
て
シ
ョ
ベ
ル
系
建
設
機

械
操
作
施
工
法
を
選
択
し
な
か
つ
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定
で
施
工

械
操
作
施
工
法
を
選
択
し
な
か
つ
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定
で
国
交

技
術
検
定
規
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま

省
告
示
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
又
は
第
三
種
か
ら
第
六
種
ま
で
の
種
別
に

で
に
定
め
ら
れ
た
検
定
種
別
に
該
当
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
と
す
る
。

該
当
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
と
す
る
。
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七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

九

安
衛
則
別
表
第
三
令
第
二
十
条
第
十
四
号
の
業
務
の
項
第
二
号
の
厚
生

九

安
衛
則
別
表
第
三
令
第
二
十
条
第
十
四
号
の
業
務
の
項
第
二
号
の
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
の
う
ち
、
一

労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
建
設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
の
う
ち
、
一

級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
第
二
次
検
定
に
お
い
て
ト
ラ
ク
タ
ー
系

級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
第
二
次
検
定
に
お
い
て
ト
ラ
ク
タ
ー
系

建
設
機
械
操
作
施
工
法
を
選
択
し
な
か
つ
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定

建
設
機
械
操
作
施
工
法
を
選
択
し
な
か
つ
た
も
の
又
は
二
級
の
技
術
検
定

で
施
工
技
術
検
定
規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
定
め

で
国
交
省
告
示
に
定
め
ら
れ
た
第
二
種
か
ら
第
六
種
ま
で
の
種
別
に
該
当

ら
れ
た
検
定
種
別
に
該
当
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
と
す
る
。

す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
と
す
る
。

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）


